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令和６年第２回定例会  

 

１ 日   時 令和６年２月１５日（木）14時 00分から 14時 15分まで 

 

２ 場   所 委員会室 

 

３ 出 席 者 東京都選挙管理委員会  委  員  長  澤 野 正 明 

委員長職務代理  野 島 善 司 

委     員  小 林 正 則 

委     員  橘   正 剛 

事 務 局 長 

総 務 課 長 

選 挙 課 長 

                             広報啓発担当課長 

                             書 記 ５ 名 

 

 

 

 

４ 議   事 

報  告 

１ 令和６年１月２８日執行府中市長選挙結果について 

２ 令和６年１月２８日執行青ヶ島村長選挙結果について 

３ 令和６年２月４日執行三宅村議会議員選挙及び同村長選挙結果について 

 

そ の 他 

 １ 当面の日程について 
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５ 会議の概要   

発 言 者 発  言  の  要  旨 

委 員 長 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

 

事 務 局 

 

委  員 

 

 

事 務 局 

 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

事 務 局 

 

 

委  員 

 

事 務 局 

 

 ただ今から令和６年第２回定例会を開会いたします。 

お手元に、令和６年第１回定例会の会議要録をお示ししてありますので、お

気づきの点などがございましたら、事務局まで御連絡をお願いいたします。 

本日は、３件の報告事項を予定しております。 

 

それでは、報告事項第１ 令和６年１月２８日執行府中市長選挙結果につ

いて、事務局より説明を求めます。 

 

≪報告事項第１について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

府中市は以前から開票作業が速いと聞いていますが、人海戦術なのでしょ

うか。 

 

我々が把握している限りでは、人海戦術でのスピードが速いとのことです。 

 

開票事務は市の職員が総がかりで行いますが、市の職員以外にも携わって

いる方がいるのですか。 

 

市の職員以外に、大学生等の外部の人材も活用しながら行っているとのこ

とです。 

 

他に御質問・御意見がなければ、報告事項第１について了承することといた

します。次に、令和６年１月２８日執行青ヶ島村長選挙結果について、事務局

より説明を求めます。 

 

≪報告事項第２について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

仮に立候補する方がいない場合、どのような手続きがあるのですか。 

 

１名も立候補者がいない場合は、再選挙となります。再度選挙を設定し、立

候補者を募ります。 

 

過去に事例はあるのですか。 

 

長ではなく、議員については定数に満たなかった事例があります。 
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委  員 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

委  員 

 

事 務 局 

 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

議員の場合は、立候補者が定数割れしたまま選挙を行った場合は、全員当選

になり、欠員はそのままになるということで理解しているのですが、どうでし

ょうか。 

 

お見込みのとおりです。 

 

他に御質問・御意見がなければ、報告事項第２について了承することといた

します。次に、報告事項第３ 令和６年２月４日執行三宅村議会議員選挙及び

同村長選挙結果について、事務局より説明を求めます。 

 

≪報告事項第３について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

議員のなり手がいない場合に、町村総会という制度があります。高知県で関

連する議論があったと思いますが、その件について教えてください。 

 

町村総会は地方自治法に位置づけられた制度であり、議会を置かずに、有権

者による総会を設けるという制度です。現時点では設置している例はありま

せんが、過去に２つ事例があります。都内でいいますと、現在の八丈町の一

部、当時の宇津木村というところで設置した事例があります。もう一件は神奈

川県の事例ですが、２例とも現在は廃止されておりまして、現時点では町村総

会を設けている場所はありません。 

 

制度として難しいのでしょうか。 

 

本来の議決機関である議会に代わるものですので、町村総会を設置した後、

議会を設けられる見込みがある場合、廃止されるという前提ですので、過去の

事例としても、その２例のみとなっております。 

 

常設というわけにはいかないということですね。 

 

他に御質問・御意見がなければ、報告事項第３について了承することといた

します。それでは、当面の日程について、事務局より説明を求めます。 

 

≪当面の日程について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

なし 

 

御質問・御意見がないようですので、当面の日程について了承することとい

たします。次回の定例委員会は、２月２８日に開催することといたします。 
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委  員 

 

委 員 長 

その他、これまでの議題について、何か御意見等ございますか。 

 

なし 

 

特にないようですので、以上をもちまして本日の委員会は閉会といたしま

す。 

 

 


